
資料１３ 

 

要 旨 

 

１ リーフレット『「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項』 

                       （京都労働局 監督課） 

 ⑴ このリーフレットでは、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者

に留意していただきたい内容をまとめています。 

①  シフト制労働契約に限らず、雇入れ時、契約更新時には労働条件の明示が必要で 

す（下記２のリーフレット『パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わ

ります（令和 8 年 10 月 1 日施行）』に記載のとおり、令和８年 10 月からパートタ

イム労働者・有期雇用労働者の場合における労働条件明示事項が別途追加されま

す）。 

  明示事項の「始業・終業時刻」について、労働契約の締結時点で、すでに始業と

終業の時刻が確定している日について、単に「シフトによる」と記載するだけでは

不足であり、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻

を記載した上で、労働契約締結時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者

に交付する必要があります。 

② 年次有給休暇について、使用者は、原則として労働者の請求する時季に年次有給

休暇を取得させなければなりません。「シフトの調整をして働く日を決めたのだか

ら、その日に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。 

⑵ 厚生労働省では、「事業者のためのお役立ちサイト『スタートアップ労働条件』」

を設置しており、以下のような情報を提供していますので、ぜひご活用ください。 

    ・ 電子申請支援・就業規則作成支援 

    ・ 労働条件の診断 

    ・ パンフレット類・Ｑ＆Ａの掲載 

   詳細は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

 

２ リーフレット『令和 8 年 10 月 1 日からハラスメント対策が強化されます！』、『パー

トタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります（令和 8年 10 月 1 日施行）』 

                       （京都労働局 雇用環境・均等室） 

⑴ 本年 10 月から施行される新たなハラスメント対策の義務付けと、パートタイム・有

期雇用労働施行則等についてリーフレットをご覧ください。 

⑵ まず、『ハラスメント対策が強化されます！』というリーフレットにもありますよ

うに、改正労働施策総合推進法等の施行によりカスタマーハラスメント及び就活セク

ハラの防止措置が事業主に義務付けられます。 



⑶ また、『パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります』というリー

フレットにもありますように、雇い入れ通知書に明示すべき事項の追加等、パートタ

イム・有期雇用労働法施行則等の変更点が３つあります。 

⑷ いずれも施行前に準備が必要となりますので、リーフレットの内容をお読みいただ

いたうえで、不明点がありましたら、リーフレットの下に京都労働局雇用環境・均等

室の電話番号がありますのでお問い合わせください。 

 



yamadaku
フリーテキスト
書面※で交付しなければならない事項

●　契約期間

●　有期労働契約を更新する場合の基準　

     （通算契約期間又は更新上限を含む）

●　就業の場所、従事すべき業務　

     （就業場所、業務の変更の範囲を含む）

●　始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、

   休日、休暇、交替制制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項

●　賃金の決定、計算、支払方法、締切・支払日

●　退職（解雇の事由を含む）

●　無期転換を申込むことができる有期労働契約の場合は、その旨

   及び無期転換後の契約内容



パートタイム労働者・有期契約労働者の場合

●　昇給・退職手当・賞与　それぞれの有無

●　相談窓口（相談担当者の氏名、役職、相談部署等）

　　　　　　　　　　　　　　　　（※パート・有期労働法第６条）

yamadaku
直線








yamadaku
フリーテキスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　電子申請支援・就業規則作成支援











　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　労働条件の診断

yamadaku
スタンプ

yamadaku
フリーテキスト
　　入力フォームから必要項目を入力することで、労働基準

　監督署に届出が可能な資料を作成することができます。

　　　・　時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定届）

　　　・　１年単位の変形労働時間制に関する協定届

　　　・　就業規則（変更）届





　　設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理

　などの問題点を診断し、問題点が認められた場合には改善

　に向けた情報を提供します。

yamadaku
スタンプ

yamadaku
フリーテキスト
　このサイトでは、右に記載する内容のほか、パンフレ

ット類やQ&Aの掲載など事業主に対する各種支援情報を

提供していますので、ぜひご活用ください。

yamadaku
フリーテキスト
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
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パートタイム・有期雇用労働者に関する
ルールが変わります

（令和８年10月１日施行）

労働者・事業主の皆さまへ

改正後の

モデル労働条件

通知書はこちら

https://www.mhlw.go.jp/

content/

11650000/000815925.pdf

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に

加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が

必要となります（違反した者は10万円以下の過料に処されます）。

❶ 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます！ 【パート・有期法施行規則】

❷ ｢同一労働同一賃金ガイドライン｣ が改正されます！ 【告示】

❸ 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります！ 【告示（雇用管理指針）】

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、

「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されました。

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパート

タイム・有期雇用労働者との間で、待遇（基本給や各種手当、福利厚生

など）について不合理な差を設けることを禁止しています（いわゆる

「同一労働同一賃金」）。

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なの

かについて、考え方や具体例などを示したものです。

今般、ガイドラインに新たに追加された内容は、裏面のとおりです。

現行の
明示事項

新たな
明示事項

□昇給の有無

□退職手当の有無

□賞与の有無

□相談窓口

□待遇の相違等に関する説明を
求めることができる旨

改正後の
ガイドラインについて
詳しくはこちら

雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます！1 【パート・有期法施行規則】

「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます！2 【告示】

お問い合わせ先 京都労働局雇用環境・均等室 075-241-3212 受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf


⚫ 「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやす

い内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明しましょう。

⚫ 「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付する

ことが望ましいです。

⚫ 資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧さ

せる等の工夫をするよう努めましょう。

令和8年4月作成 リーフレットNo.12

• 賞与（記載の充実）

• 退職手当（新規追加）

• 無事故手当（新規追加）

• 病気休職（記載の充実）

• 夏季冬季休暇（新規追加）

• 褒賞（新規追加）

〈新たに追加された内容〉

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差

がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の

内容や理由、②法第６条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を

説明しなければなりません。説明に当たっては、次の点に留意しましょう。

〈住宅手当〉

➢ 住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正

社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社

員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。

〈夏季冬季休暇〉

➢ パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければ

なりません。

その他の改正内容や上記の内容の詳細については同一労働同一賃金特集ページへ

雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります！3 【告示（雇用管理指針）】

• 家族手当（新規追加）

• 住宅手当（新規追加）

• 福利厚生施設（記載の充実）

自社の状況が
ガイドライン等の
内容に沿ったものに
なっているか確認し
てみましょう。

PICK UP！
〈賞与・退職手当〉

➢ 賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、

功労報償等の様々な目的が含まれます。

➢ これらの目的が妥当するにもかかわらず、パート

タイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の

職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容

を支給しない場合、不合理と認められる可能性

があります。

就業規則の整備等の労務管理に

関するお問い合わせは

働き方改革推進支援センターへ

同一労働同一賃金に関するお問い合わせは

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ

受付時間 ８ :30-17:15（土日・祝日・年末年始を除く）



福祉人材確保に関する情報 

 

１ きょうと福祉人材育成認証制度について 

認証制度は、学生をはじめとした若者に介護・福祉業界が安心して働ける業界であることを具体的

な根拠をもって示すとともに、研修やコンサルティング等により認証取得に向けた事業者のレベルア

ップを後押しすることで、若者が働きたいと思える業界への転換を図り、将来を担う人材の確保に取

り組むものです。 

「人材育成に積極的に取り組む」意思表示である「宣言」、基準を満たす事業所を認定する「認証」、

高度な人材確保の取組を実施している法人を「上位認証」として認定する制度を設けています。 

「きょうと福祉人材育成認証制度」に参加するには、まず「宣言」していただく必要があります。「宣

言」いただければ、認証基準を満たす取組の支援をご案内しますので、現段階で基準を満たしていない

と思われる場合でも、まず「宣言」することをご検討ください。 

（令和８年５月１日現在、宣言法人６９１法人、認証２６６法人、上位認証１８法人） 

※認証制度の概要については、以下の HPをご覧ください。 

  https://kyoto294.net/welfare/seido/ 

 ※認証制度に参加すると様々な支援メニューが活用できます。以下の HPをご覧ください。 

https://kyoto294.net/welfare/sienmenu/ 

 

２ 介護の生産性向上（業務改善によるサービスの質の向上）について 

（１）京都府介護・福祉職場業務改善支援センターについて 

介護・福祉事業所での生産性向上の取組を支援するため、「京都府介護・福祉職場業務改善支

援センター」を開設し、生産性向上に係る取組の普及推進、相談窓口の設置及び好事例の勉強

会・見学会等を実施しています。 

https://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/news/r8/sennta-.html 

（２）取組のためのガイドライン等について 

介護事業所の人材確保・定着及び介護サービスの質の向上を図るため、業務の見直しや改善を

行うなど介護の生産性向上の取組を推進することが重要です。以下の国のポータルサイトでは

業務改善に向けた取組の推進方法についてガイドライン等を作成されていますので、参考にし

てください。 

https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/index.html 

また、国や京都府が開催する研修・セミナー等についても随時ＷＡＭネット等でお知らせいた

します。 

 

３ 京都府福祉人材・研修センターについて 

京都府福祉人材・研修センターとは、厚生労働大臣の認可を得ている福祉に関連した仕事専門の無料

職業紹介所であり、４７都道府県の社会福祉協議会に設置されています。無料職業紹介所であることか

ら、京都府福祉人材・研修センター経由で採用者が決定しても「手数料、登録料等」が発生することは

ありませんので、職員の採用が必要な時には是非ご活用ください。 

   http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/ 

（１）京都府福祉人材・研修センターにおける求人掲載について 

   京都府福祉人材・研修センターでは、ハローワーク同様、インターネット上で簡単に求人票を提

出することが可能です。 
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   http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/jigyousho/kyujin/ 

（２）離職時の資格届出制度について 

介護福祉士等（介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修１級・２級

課程、旧介護職員基礎研修、生活援助従事者研修、介護に関する入門的研修を終了した方も含まれま

す。）の資格をお持ちの方で、福祉の仕事から離れる、福祉の仕事に就かない方は届出いただくこと

になっています。届出いただくと介護に関する様々な情報をお届けするなどのサポートが受けられ

ます。 

   https://www.fukushi-work.jp/todokede/ 

 

４ 京都府外国人介護人材支援センターについて 

  京都府社会福祉協議会内に設置する京都府外国人介護人材支援センターでは、介護職場ではたらく

（はたらきたい）外国人の方や外国人の受入に関わる事業所からの相談を受付けています。また、外国

人介護職員や受入事業所の指導職員向けの研修（日本語能力・介護技術向上）も実施しています。 

   http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/kpfcsc/ 

 

５ 各種貸付制度について 

京都府社会福祉協議会では、介護分野に就職される方に対する各種貸付制度を実施しています。貸

付条件等詳細は、ＨＰをご確認いただき、京都府社会福祉協議会あてお問い合わせください。 

https://fukujob.kyoshakyo.or.jp/kashituke/ 

（１）介護人材再就職準備金事業について 

離職された介護職の経験がある方で、介護福祉士などの資格をお持ちの場合、京都府内の介護サー

ビス事業所・施設に介護職員等として再就職する際に、再就職のために準備金の貸付を受けることが

できる仕組です。一定の条件を満たすと再就職後２年間の就労で全額返還免除となります。 

（２）介護分野就職支援資金貸付について 

他業種等で働いていた方等の介護職への参入を促すことを目的として、介護分野就職支援資金貸

付事業を実施しています。介護職員初任者研修等所定の研修を修了し、京都府内の介護サービス事業

所・施設に就職された場合、就職支援金の貸付を受けることができ、引き続き就職後２年間介護職員

の業務に従事すると全額返還免除となります。 

（３）実務者研修受講資金貸付について 

   実務者研修施設に在学し、卒業後、京都府内において介護福祉士として業務に従事しようとする

方（次のいずれにも該当する方）に対して、受講資金の貸付を行う制度です。 

・府内において、介護福祉士国家試験の実務経験として認められる業務に従事している方 

・実務者研修施設を卒業する年度の 3月 31日までに従業期間及び従業日数が介護福祉士国家試験の実務経験とし

て認められる期間を満たす見込みの方 

・実務者研修施設等を卒業後、１年以内に介護福祉士国家試験の受験の意思のある方 

介護福祉士登録後２年間介護等の業務に従事すると貸付金の返還が全額免除 となります。 

 

６ 京都ジョブパーク福祉人材コーナーについて 

京都府の総合就業支援拠点である京都ジョブパークに、「福祉人材コーナー」を設置し、福祉の

仕事の紹介や福祉職場への就職相談を行っています。 

https://www.pref.kyoto.jp/jobpark/job_fukushi.html 

http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/jigyousho/kyujin/
https://www.fukushi-work.jp/todokede/
http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/kpfcsc/
https://fukujob.kyoshakyo.or.jp/kashituke/
https://www.pref.kyoto.jp/jobpark/job_fukushi.html


消費者トラブルと見守りについて 
 

                          京都府消費生活安全センター 

１．京都府消費生活安全センターの役割  

➢ 消費生活相談（電話・来所・インターネット）  

➢ 消費生活講座（啓発・教育） 

➢ 事業者への調査・指導（適正な取引行為、表示に関するもの） 

消費生活相談窓口とは… 

消費生活のさまざまなトラブルや疑問について、専門の消費生活相談員が公正な立場で解

決のためのお手伝いをします。京都府及び各市町村に設置されている行政機関です。 

２．京都府の消費生活相談の状況（速報値） 

  令和７年度 相談件数 ２３，３０９件 （⑥20,791件、前年度比 112.1％） 

令和７年度における相談内容の特徴 

✔ＳＮＳをきっかけとしたトラブルに関する相談は、４年間で約２倍に増加 

〇ＳＮＳに表示された広告がきっかけとなったトラブル・ＳＮＳで知り合った人から怪しい

儲け話を勧められるトラブルなどのＳＮＳに関する相談は、毎年増加 

【相談件数】③1,188件→⑥1,950 件→⑦2,345 件（前年度比 120％、令和３年度比 197％） 

【相談事例】ＳＮＳをきっかけとした投資詐欺 

✔お試しの定期購入に関する相談が、引き続き最多 

〇健康食品・サプリメント、美容関連商品等を通信販売（ネット通販を含む）で購入する際

に、「無料お試し」や「低額のお試し価格」と思って注文したところ、定期購入の条件が

付いていたといった相談は、引き続き最多 

【相談件数】⑤1,852 件→⑥2,157件→⑦2,359 件（前年度比 109％） 

【相談事例】初回お試しで注文し意図せず定期購入になり、２回目以降の商品が高額 

✔インターネット通販の商品未着・連絡不能等に関する相談は、増加 

〇ネット通販に関する相談は、近年増加傾向にあり、注文した商品が届かない「商品未着」、

業者と連絡がとれなくなる「連絡不能」等に関する相談件数も増加 

【相談件数】⑥1,296件→⑦1,612 件（前年度比 124％） 

【相談事例】偽サイトで有名店のバッグを購入し商品未着・連絡不能 

✔ 個人情報を聞き出す不審電話に係る相談が、約２倍に急増 

〇総務省、ＮＴＴ、厚生労働省、警察等を名乗り、個人情報を聞き出す不審電話に係る相

談が急増 

【相談件数】⑥701 件→⑦1,354 件（前年度比 193％）（推計値） 

 

令和７年度における相談者等の特徴 

✔消費生活相談の年代別では、50歳代～70歳代の相談件数が多く、65歳以上が約３分の１ 
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✔令和７年(1～12月)京都府の特殊詐欺、SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺（京都府警）         

〇特殊詐欺…認知件数 292件 被害総額 25億 2,200万円（65歳以上が全体の 65％） 

〇ＳＮＳ型投資詐欺・ロマンス詐欺…認知件数 118件 被害総額 16億 3,500万円 

 ３．障害者の消費者トラブルの特徴   ＜資料：見守りガイドブック P01～02＞ 

  ①判断に必要な情報が不十分だったり、相談のために特別な支援を必要とする 

  ②判断に支援が必要な場合、だまされていることに気づきにくい 

  ③被害にあっても抱え込んでしまい、周囲に相談しない 

４．相談事例の具体例         ＜資料：見守りガイドブック P03～P08＞ 

  事例①～事例⑥ 

５．見守り、気づき、声かけ、つなぐ  ＜資料：見守りガイドブック P09～P12＞ 

   トラブル対応のフローチャート…資料：見守りガイドブック P09～P10 

   ポイント 

⚫ 家族や周囲の人が日頃から様子を気にかける（声かけ） 

⚫ 信頼関係の構築（何でも話せる） 

⚫ 被害に気づいたら、被害を知ったら、早めに相談窓口へ 

６．消費生活相談窓口の利用 （いやや！） 

  ★消費者ホットライン  １８８ ＜お近くの消費生活相談窓口をご案内します＞ 

  ★京都府消費生活安全センター ＴＥＬ：０７５－６７１－０００４ 

・山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課 ＴＥＬ：０７７４－２１－２４２６ 

・南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課 ＴＥＬ：０７７１－２３－４４３８ 

・中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課 ＴＥＬ：０７７３－６２－２５０６ 

・丹後広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課 ＴＥＬ：０７７２－６２－４３０４ 

  ★京都府内市町村の消費生活相談窓口（各市町村に設置） 

・詳細：https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1270540274236.html 

７．消費生活講座等の案内 

★消費生活相談員による出前講座 

ご利用者の方の消費者被害の早期発見や未然防止に向けた、ケアマネージャーやヘルパ

ーの方等を対象に出前講座を行っていますので、是非、ご利用ください。 

京都府消費生活安全センター（ＴＥＬ：０７５－６７１－００３０）又はお近くの広域

振興局の相談窓口へご連絡ください。 

▶出前講座の詳細・申込方法：https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1291265551887.html 

★クーリング・オフについて  ＜資料：見守りガイドブック 最終頁＞ 

★体験型動画講座（消費者庁制作）  

最新の消費者トラブル事例を被害者目線で疑似体験できる VR動画（一人称視点）を紹介

します。施設での研修や集会等でご利用ください。 

https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1270540274236.html
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1291265551887.html


▶「鍛えよう、消費者力～気づく・断る・相談する～」 

https://www.kportal.caa.go.jp/shohisha-ryoku/ 

（動画の内容例） 

投げ銭トラブル・フェイクニュース・投資勧誘・暗号資産・点検商法 など 

 

https://www.kportal.caa.go.jp/shohisha-ryoku/
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